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はじめに

高知県では、南海トラフ地震により、県全域で地震動とそれによって起こる津波や浸水、土

砂災害、火災等によって大きな被害が予想される中、各分野において高知県災害医療救護計

画をもとに災害医療体制の整備に取り組んでいますが、周産期医療の分野に特化した体制整

備はされていませんでした。

そのため、平成28年度に災害発生時の周産期医療体制等に関する意見交換会を開催し、

平成 29年度からは高知県周産期医療協議会の部会として周産期医療災害ワーキング（以下

ワーキング）を立ち上げ、災害発生時の分娩機能の確保、情報把握や周知方法、災害発生時

の母体搬送・新生児搬送、災害時周産期リエゾンの役割について検討を行ってきました。

ワーキングの中で検討し高知県周産期医療協議会で承認されたことや高知県の災害医療

救護体制等についてまとめ「高知県災害時周産期マニュアル」を作成し、各関係機関が災害

発生時の役割を理解し、平時から災害発生時に備え、災害時における母子のいのちの安全を

守ろうとするものです。

引き続き、災害時の備えや災害時にとるべき対応についての妊婦自身への普及啓発方法

や周産期におけるＢＣＰの作成等を検討しながら、今後も内容を更新していく予定です。

令和２年２月

高知県健康政策部健康対策課長

江﨑 治朗
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１．災害対策本部体制

保保健健医医療療調調整整支支部部
（（安安芸芸・・ 中中央央東東 ・・中中央央西西 ・・高高幡幡 ・・幡幡多多・・ 高高知知市市 ））

災災害害対対策策支支部部
（（安安芸芸・・中中央央東東・・中中央央西西・・須須崎崎・・幡幡多多））

保保健健医医療療調調整整本本部部

災災害害対対策策本本部部事事務務局局

本部長 副本部長

事務局長

保健医療調整本部長

総括班

情報班

通信班

広報班

物資調達・輸送班

被災者支援班

燃料対策班

応急救助機関受援調整所
（ヘリ調整所）

消防応援活動調整本部

ライフライン調整所

総括班

市町村支援班

拠点運営班

調整所

対策企画班

情報分析班

情報収集班

産業振興推進部

中山間振興・交通部

商工労働部

観光振興部

農業振興部

林業振興・環境部

水産振興部

公営企業部

会計管理部

土木部

総務部

危機管理部

文化生活スポーツ部

地域福祉部

健康政策部

公安部

教育部

本部員　
　（※）

（※）本部員
災害医療対策本部長
事務局長

警察本部長
公営企業局長

教育長
各部局長

（視察対応・災害時の人事、財務、重要システムの維持等）

（産業保安）

（保健衛生・広域火葬・上水道等）

（災害救助法・要配慮者対応・避難所支援等）

（私立学校等の対応等）

（各部の支援）

（公共交通・輸送等）

（商工業者等への対応等）

（農業者、農地復旧への対応等）

（観光客、観光施設への対応等）

（廃棄物等対策・林業者等、林地復旧への対応等）

（漁業者、漁港復旧への対応等）

（インフラ復旧・危険度判定・応急住宅対策等）

（義援金対応・職員食料調達等）

（県立病院、所管施設の機能維持等）

（生徒、学校、文化財等への対応）

（救助・捜索・検案・身元確認・治安維持等）

災害対策支部長

保健医療調整支部長

SCU本部運営チーム
（安芸、中央東、幡多）

計画情報部

対策企画班

情報分析班

情報収集班

総務部

本部連絡員

班長

会議
※ 　災害対策支部は、

　　・南海トラフ地震対策推進地域本部

　　・地域産業振興監 、地域支援企画員

　　・管内の出先機関 　　　で構成

各種委員会事務局等 （議員・委員の安否確認・視察対応等）

災害医療ｺｰﾃﾞィﾈｰﾀｰ（統括 ）

災害薬事 ｺー ﾃﾞィﾈｰﾀｰ（統括）
災害透析 ｺー ﾃﾞィﾈｰﾀｰ（統括）

 災害歯科ｺー ﾃﾞィﾈｰﾀｰ
 災害看護ｺー ﾃﾞィﾈｰﾀｰ

 

計画情報部

総務部

災害時周産期リエゾン

出典：高知県災害時医療救護計画改編
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２．災害時の医療救護体制

航空搬送拠点
高知県ＳＣＵ本部

●安芸市総合運動場

●高知大学医学部

●宿毛市総合運動公園

避難所等での診療

広域的な災害拠点病院（県内全域の対応）（3）

災害拠点病院（各支部管内の対応）（9）

<安芸支部>

●あき総合病院

<中央東支部>

●ＪＡ高知病院

<高知市支部>
●近森病院

●国立病院機構高知病院

救護病院（64） ※市町村が指定

市市町町村村災災害害対対策策本本部部

（医療対策部門）

<中央西支部>

●仁淀病院

●土佐市民病院

<幡多支部>

●幡多けんみん病院

<高幡支部>

●須崎くろしお病院

●くぼかわ病院

高知県災害対策本部

DMAT・SCU本部

DMAT活動拠点本部

医療救護所 (79) ※市町村が指定

病院・診療所48箇所

その他31箇所

＜＜県県・・市市町町村村のの体体制制＞＞ ＜＜医医療療救救護護施施設設等等＞＞

後方搬送・医療支援など

森澤病院/海南病院(徳島県)/田野病院/芸西病院/南国厚生病院/藤原病院/野市中央病院/

香北病院/前田メディカルクリニック/岩河整形外科/嶺北中央病院/大杉中央病院/大田口

医院/高知脳神経外科病院/高知生協病院/高知西病院/細木病院/国吉病院/竹下病院/愛宕

病院/いずみの病院/三愛病院/図南病院/高知高須病院/高知厚生病院/潮江高橋病院/長浜

病院/海里マリン病院/永井病院/ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院すこやかな杜/高知整形･脳外科病院/田

中整形外科病院/もみのき病院/島津病院/土佐市民病院/仁淀病院/さくら病院/高北病院/

山﨑外科整形外科病院/前田病院/北島病院/山崎病院/岡本内科/高陵病院/なかとさ病院/

くぼかわ病院/梼原病院/大西病院/大井田病院/聖ヶ丘病院/筒井病院/木俵病院/竹本病院

/森下病院/中村病院/国保西土佐診療所/沖の島へき地診療所/渭南病院/足摺病院/松谷病

院/四万十市立市民病院/大月病院/三原村国保診療所/渡川病院

●高知医療センター（基幹災害拠点病院）

●高知赤十字病院 ●高知大学医学部附属病院

DMAT現場活動指揮所

病院・診療所等

高知県保健医療調整本部

((県県保保健健医医療療本本部部))

DMAT高知県調整本部

（県外）航空搬送拠点

DMAT域外拠点本部

後方搬送・医療支援など

広域医療搬送

DMAT活動拠点本部

被被災災市市町町村村

高高 知知 県県

情報収集・伝達災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括）

※必要に応じて医療

アドバイザーを委嘱

仮設診療所

(必要に応じて設置)

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

DMAT病院支援指揮所

地域医療搬送

(域内搬送)

後方搬送

医療支援など

高知県保健医療調整支部

((県県保保健健医医療療支支部部))

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害歯科ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害看護ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害時周産期リエゾン

災害医療ｺ ﾃーﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ (ーﾌ゙ ﾛｯｸ担当)

県医師会の連絡調整員

郡市医師会の連絡調整員

高知県災害対策支部

<関係機関及び連携団体>
消防機関、警察、自衛隊、海上保安庁、日本赤十字社、医師会（JMAT）、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、柔道整復師会、

医薬品卸業協会、衛生材料協会、日本産業・医療ガス協会、医療機器販売業協会、ＡＭＤＡ、総合保健協会、医療救護チーム、

医療ボランティア 等

日赤(高知県支部)の連絡調整員

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

情報収集・

伝達

情報収集・伝達

支援調整

安芸支部（安芸福祉保健所）

中央東支部（中央東福祉保健所）

高知市支部（高知市保健所）

中央西支部（中央西福祉保健所）

高幡支部（須崎福祉保健所）

幡多支部（幡多福祉保健所）

日赤(高知県支部)の連絡調整員

出典：高知県災害時医療救護計画
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県保健医療調整本部の体制

(健康政策部長）

計計画画情情報報部部

対対策策企企画画班班　　

・対策統括責任者が必要な対策を意思決
　定できるよう対策を企画・立案する
・決定された対策を受援側に伝達する

情情報報分分析析班班
・情報を分析、評価し、見える化を図る
　（緊急度やカテゴリーで分類）

情情報報収収集集班班

・庁内外からの情報収集によるニーズと

　リソースの把握
・災害対策本部等との連絡調整
・EMIS管理、クロノロ作成

・本部のロジ機能全般
　（広報、必要な資材調達、労務管理等）

・計画情報部が企画・立案した対策をもと

　に、災害医療Co、関係団体の意見を聞き、　

　対策を決定。また、本部長の意思決定が

　必要と判断した場合は、意見具申を行う。

副副本本部部長長本本部部長長

各各分分野野ののｺｺｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨﾈﾈｰーﾀﾀ--
等等

（（薬薬事事、、透透析析、、歯歯科科、、看看護護、、

災災害害時時周周産産期期リリエエゾゾンン））

県医師会の連絡調整員
日赤高知県支部の連絡

調整員

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整。
・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、　
　関係団体等に対して活動内容を指示。※県保健医療本部長が、災害医療コー

ディネーターや県医師会等の関係団体、

医療救護チームの代表者等と 設置

(健康政策部副部長）

総総務務部部

総総務務部部長長

対対策策統統括括

責責任任者者

調調整整会会議議

 災災害害医医療療

  ｺｺｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨﾈﾈｰーﾀﾀ--((総総括括))

ＤＭＡＴ
高知県調整本部の

統括ＤＭＡＴ

３．県保健医療調整本部の体制、支部の体制

県保健医療調整本部の体制

(健康政策部長） 

計計画画情情報報部部  

対対策策企企画画班班    

・対策統括責任者が必要な対策を意思決 
 定できるよう対策を企画・立案する 
・決定された対策を受援側に伝達する 

情情報報分分析析班班  
・情報を分析、評価し、見える化を図る 
 （緊急度やカテゴリーで分類） 

情情報報収収集集班班  

・庁内外からの情報収集によるニーズと 
 リソースの把握 
・災害対策本部等との連絡調整 
・EMIS管理、クロノロ作成 

・本部のロジ機能全般 
 （広報、必要な資材調達、労務管理等） 

・計画情報部が企画・立案した対策をもと 
 に、災害医療Co、関係団体の意見を聞き、  
 対策を決定。また、本部長の意思決定が 
 必要と判断した場合は、意見具申を行う。 

副副本本部部長長  本本部部長長  

各各分分野野ののｺｺｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨﾈﾈｰーﾀﾀ--
等等  

（（薬薬事事、、透透析析、、歯歯科科、、看看護護、、
災災害害時時周周産産期期リリエエゾゾンン））  

県医師会の連絡調整員 
日赤高知県支部の連絡

調整員 

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整。 
・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、  
 関係団体等に対して活動内容を指示。 

※県保健医療本部長が、災害医療コー
ディネーターや県医師会等の関係団体、
医療救護チームの代表者等と 設置 
 

(健康政策部副部長） 

総総務務部部  

総総務務部部長長  

対対策策統統括括  

責責任任者者  

調調整整会会議議  

災災害害医医療療  

  ｺｺｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨﾈﾈｰーﾀﾀ--((総総括括))  

ＤＭＡＴ 
高知県調整本部の 
統括ＤＭＡＴ 
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医療支部名 設置場所（所在地） 管内市町村

高知市支部

総合あんしんセンター内

高知市保健所

（高知市丸ノ内１丁目７番 45 号）

高知市

安芸支部
安芸総合庁舎

（安芸市矢ノ丸 1-4-36）

室戸市、安芸市、東洋町、
奈半利町、田野町、安田町、
北川村、馬路村、芸西村

中央東支部
中央東福祉保健所

（香美市土佐山田町山田 1128-1）

南国市、香南市、香美市、本山町、
大豊町、土佐町、大川村

中央西支部
中央西福祉保健所

（高岡郡佐川町甲 1243-4）

土佐市、いの町、仁淀川町、
佐川町、越知町、日高村

高幡支部
須崎第二総合庁舎

（須崎市東古市町 6-26）

須崎市、梼原町、津野町、
中土佐町、四万十町

幡多支部
幡多総合庁舎

（四万十市中村山手町 19）

宿毛市、土佐清水市、四万十市、
大月町、三原村、黒潮町

県県保保健健医医療療調調整整支支部部のの所所在在地地等等

県保健医療調整支部の体制

総総務務部部

（福祉保健所長） （次長（総括））

計計画画情情報報部部

対対策策企企画画班班　　 ・対策統括責任者が必要な対策を意思決定できるよう

　対策を企画・立案する
・決定された対策を受援側に伝達する

情情報報分分析析班班 ・情報を分析、評価し、見える化を図る
　（緊急度やカテゴリーで分類）

情情報報収収集集班班 ・支部内外からの情報収集によるニーズとリソースの把握

・保健医療調整本部等との連絡調整
・EMIS管理、クロノロ作成

ＳＳＣＣＵＵ本本部部運運営営チチーームム ((安安芸芸、、中中央央東東、、幡幡多多））

・ＳＣＵ本部の運営

対対策策統統括括責責任任者者

（保健監又は次長）

・支部のロジ機能全般

　（広報、必要な資材調達、労務管理等）

・計画情報部が企画・立案した対策をもとに、 災害医療Co、

　関係団体の意見を聞き、対策を決定。また、支部長の意思
　決定が必要と判断した場合は、意見具申を行う。

・調整会議の設置運営

副副支支部部長長支支部部長長

 災害医療
 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ-(支部担当)

各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ-
（薬事、透析）

郡市医師会の連絡調整員
日赤高知県支部の連絡調整員

調調整整会会議議
・支部管内医療救護施設等への医療支援の受入調整等の協議調整。
・県保健医療支部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して

　活動内容を指示。

※県保健医療支部長が、災害医療コーディネーターや郡市

医師会等の関係団体、医療救護チームの代表者等と  設置
・
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１．高知県災害時周産期リエゾン設置要綱

（設置）

第１条 地震及び風水害等によって大規模な被害が発生した場合において、周産期医療の提

供が迅速かつ的確に実施されるよう調整等を行うため、高知県保健医療調整本部（以下「県

保健医療本部」という。）の高知県災害医療コーディネーターの総合調整のもとに、災害時

周産期リエゾン（以下「リエゾン」という。）を置く。

２ リエゾンは県保健医療本部に置く。

（役割）

第２条 リエゾンは、災害医療コーディネーターの総合調整のもと、周産期医療のニーズの

情報を集約し、妊産婦・新生児の県内外の医療機関への分娩等についての受入れ調整等を

行う。

（委嘱）

第３条 リエゾンは、高知県周産期医療協議会から推薦を受けた医師のうちから複数名を知

事が委嘱する。

２ 被災等により活動できない場合は、知事が別の者を委嘱する。

（任期）

第４条 リエゾンの任期は、２年とする。ただし、知事が必要と認めるときは、再度委嘱す

ることができる。

（秘密を守る義務）

第５条 リエゾンは、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（実費弁償等）

第６条 リエゾンの実費弁償は、「災害救助法施行細則」（昭和 23 年高知県規則第 15 号）別

表第２に定める額を支給する。

２ リエゾンがその職務に関連して負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、「災害に際

し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例」（平成 10 年高知県条例第３

号）の例により、損害を補償する。

（事務）

第７条 リエゾンに関する事務は、健康政策部健康対策課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほかリエゾンに関して必要な事項については、別に定める。
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附 則

この要綱は、平成 30年 12 月 13 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 31年４月 26 日から施行する。

ただし、任期を就任の日の属する年度の翌年度末までとする。
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３．高知県災害時周産期リエゾン運用計画

（１） 基本的事項

ア 本計画の位置付け

高知県災害時周産期リエゾン設置要綱に基づき高知県(以下「県」という。)が設置し

た災害時周産期リエゾン（以下｢周産期リエゾン｣という）に関し、基本的な事項につい

て定めるものである。

イ 周産期リエゾンの委嘱等

１）養成研修

県は、県内の産科、新生児科及び小児科に勤務する医師、助産師等で、周産期リエ

ゾンとしての適性・意欲を有し、かつ、周産期リエゾンとしての活動に関し所属長の

承認を得た者から周産期リエゾン候補者を選定し、厚生労働省等が実施するリエゾン

養成研修を受講する機会を提供する。

２）委嘱

県は、上記（１）の研修を受講し、高知県周産期医療協議会から推薦を受けた者

を、高知県知事が周産期リエゾンとして委嘱する。

３）名簿への記載等

県は、委嘱した周産期リエゾンを、「高知県災害時周産期リエゾン委嘱者名簿

(P17)」に記載し、管理する。

（２） 発災時の活動内容

ア 参集等

１） 参集の基準

県は、高知県保健医療調整本部（以下県保健医療本部）が設置された場合は、直ち

に周産期リエゾンリーダーに参集を要請する。ただし、周産期リエゾンが自主的に参

集することを妨げない。

周産期リエゾンリーダーは、下記順位に沿って、参集の調整を行う。

本部参集するのは、産婦人科医師とし、所属長の承認を得て参集する。原則、リエ

ゾンの参集は複数名とし、産科医師＋小児科医師の組み合わせが望ましい。

参集が困難な場合は、周産期リエゾンリーダーが、リエゾングループ LINE 等使用

可能な情報伝達手段を用いて、災害医療コーディネータ-（総括）または他の周産期

リエゾンと連絡を取り、活動の進め方等について調整する。
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イ 周産期リエゾンの活動

１）初動

① 周産期リエゾンは、アクションカード（P19 から P21）に沿って、県保健医療本部

内で周産期リエゾン活動の準備を進める。

② 周産期リエゾンは、日本産科婦人科学会の大規模災害対策情報システムやＥＭＩ

Ｓ等を活用して、県内の産科医療機関の被災状況に関する情報を収集する。

２）支援策立案及び支援報告

① 周産期リエゾンは、日本産科婦人科学会等からの情報、県保健医療本部が収集し

た県内の情報をもとに、 災害医療コーディネーター（総括）の総合的な指示のも

と、周産期医療に関する支援策の立案、県内での妊産婦・新生児の医療機関への受

入れ・搬送調整を行う。

【保健医療本部において収集すべき情報】

a 県内の分娩取扱い医療機関（周産期母子医療センター等を含む。）、妊婦健診取扱

い医療機関、助産所等（以下「医療機関等」という。）の被災状況及び復旧状況

b 県内の医療機関等における保健医療ニーズ等

・支援を要する妊産婦等の状況

・災害時に新たに必要となった保健医療ニーズ等（ライフライン、調整粉乳等、医

薬品、医療機器、医療ガス等を含む。）

c 保健医療活動チームの活動状況

d その他保健医療活動を効率的・効果的に行うために必要な情報（保育器を用いた

搬送が可能な救急用の自動車、ヘリコプター等の情報を含む。）

② 周産期リエゾンは、県内で受入れが困難な妊産婦等については、他県の小児･周産

期リエゾン等を通じて、県外での受入れ医療機関の確保を行う。

③ 周産期リエゾンは、妊産婦等の搬送について、地域医療搬送や広域医療搬送の要

否、緊急度、搬送先、搬送手段等の情報を収集又は整理するに当たり、災害医療コ

ーディネーターとともに、助言及び調整の支援を行う。

④ 周産期リエゾンは、県外へ妊産婦等を搬送するに当たり、必要に応じて搬送先都

道府県の小児･周産期リエゾン等と連携を図る。

⑤ 周産期リエゾンは、立案した支援策を、災害医療コーディネーター（支部担当）

や関係機関に速やかに報告する。
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⑥ 周産期リエゾンは、自身の活動について、時間経過に沿った記録を作成及び保存

し、県保健医療本部に報告する。

⑦ 周産期リエゾンは、県が、県保健医療本部に参画することが望ましいと考えられ

る関係者や関係機関等について検討するに当たり、災害医療コーディネーター（総

括）とともに、助言を行う。

⑧ 周産期リエゾンは、県保健医療本部において、時間の経過に伴う保健医療ニーズ

の変化等について、保健所、市町村、保健医療活動チーム、その他の保健医療活動

に係る関係機関と情報共有を行うに当たり、災害医療コーディネーター（総括）と

ともに、助言及び調整の支援を行う。

⑨ 県保健医療本部は、周産期リエゾンが日本産科婦人科学会や新生児医療連絡会等

との調整結果をもとに立案した支援策や県外受入れ等の支援要請を、国または他

の都道府県に要請する。

３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動

① 周産期リエゾンは、日本産科婦人科学会等からの支援が決まった場合は、医療ニ

ーズとのマッチングを行ったうえで、県保健医療支部等と支援を受入れるための

調整を行う。

② 周産期リエゾンは、災害医療コーディネーター（総括）及び関係機関と周産期医

療支援に関する情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係

者と協議し、実施する。

③ 県は、周産期リエゾンの健康管理に留意し、周産期リエゾンが業務を交代できる

体制を確保する。

④ 県は、周産期リエゾンが他の周産期リエゾンへ業務を引き継ぐに当たり、引き継

ぎに十分な期間を確保し、県保健医療本部の活動が円滑に継続されるよう努める。

４）周産期リエゾンの活動の縮小および終了

① 周産期リエゾンは、県内の医療機関等の復旧状況を踏まえ、保健医療活動チーム

の段階的な活動縮小及び活動終了について検討するに当たり、県災害医療コーデ

ィネーター（総括）とともに、助言及び調整の支援を行う。

② 県は、小児・周産期医療提供体制等の確保に係る業務を、県の職員等により実施

することが可能と判断する時点を一つの目安として、周産期リエゾンの活動の終
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了を決定する。

③ 県は、周産期リエゾンの活動と災害医療コーディネーター（総括）の活動を同時

に終了させる必要はなく、それぞれの役割を踏まえて、適切な時期に活動の終了を

決定する。

（３） 平時の活動

ア 周産期医療提供体制の構築

１） 周産期リエゾンは、日常の業務を通じて、県内の関係機関との連携体制の構築に

努めるとともに、必要に応じて関係機関の災害対策について助言を行う。

２） 周産期リエゾンは、平時から周産期リエゾングループ LINEや産婦人科学会のメ

ーリングリスト等を活用し、災害時の連絡網を構築しておく。

イ 研修、訓練等の実施

１） 県は、厚生労働省の実施する研修及び県が実施する研修、訓練等を通じて、周産

期リエゾンの養成並びに周産期リエゾンの知識及び技能の向上に努める。

２） 周産期リエゾンは、県が実施する災害に関する研修、訓練（訓練の規格及び検証

を含む。）に参加するとともに、円滑な実施に協力する。
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4．高知県災害時周産期リエゾン委嘱者名簿

　（R２.２時点）

医療機関名 職名 氏名

高知大学医学部附属病院 産科婦人科学講座 助教 渡邊　理史

高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター

産科長 永井　立平

高知大学医学部附属病院 産科婦人科学講座 助教 松島　幸生

独立行政法人
国立病院機構高知病院

婦人科医長 滝川　稚也

高知赤十字病院 第一産婦人科部長 平野　浩紀

高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター

総合周産期母子医療センター
副センター長兼小児科長

中田　裕生

高知大学医学部附属病院 周産母子センター講師 松下　憲司

高知大学医学部附属病院 小児思春期医学講座 特任助教 三浦　紀子　　　　　　　

助
産
師

一般社団法人
高知県助産師会
(勤務先　国見産婦人科）

助産師 濵口　理恵　　　　　　　

産
科

小
児
科
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アクションカード（周産期リエゾン）

□　県保健医療調整本部が設置されたときは直ちに県庁に参集
　　　※県内で震度６弱以上の地震発生時

□　リエゾンのグループLINEでメンバー間の情報共有、本部への報告
　　　※LINEでの情報共有では、患者の個人情報に関するやりとりは行わない

□　県保健医療調整本部長に参集したことを報告

□　リエゾン本部の設置
　　　□パソコン　□プリンタ
　　　（インターネット、クロノロ用EXCEL）　
　　　□電話（固定、衛星、携帯）

　　　□ホワイトボード　□ライティングシート

　

□　EMIS、日産婦システムに本部立上げを報告
　　□各医療機関へ報告　
　　□近隣県へのリエゾン立上げ報告

　　□各関連団体に報告
（同時に通信手段が確保されていることを確認）

　　　　　　　　　　　　　　※日本産科婦人科学会  大規模災害対策情報システム

参　集

報告・情報入力

※

５．リエゾンアクションカード
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アクションカード（周産期リエゾン）

本部運営

その他

□　リエゾン交代の調整（最初の３日程度は同じ人 (複数名 )がよい）

□　県保健医療調整本部の調整会議等への出席
□　リエゾン内のミーティング（1時間毎がよい）

□　各医療機関の情報収集（稼働状況）

　　　□ライフライン　□分娩可能　□手術可能

　　　□連絡先・連絡手段　□病院避難の有無　□スタッフ
□　避難所の情報収集

□　搬送判断

□　搬送調整

　　　□県内搬送先　（□搬送先の状況確認）
　　　□県外搬送先　（□搬送先の状況確認）

　　　□搬送手段　（□救急車　□ヘリ　□自衛隊）

□　情報発信（日産婦システム、EMIS、LINE等）
　　　□本部情報収集班　
　　　□各医療機関　□関連団体
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アクションカード（周産期リエゾン）

引継ぎ・活動の終了

●●引引きき継継ぎぎ
他の災害医療コーディネーターへ  業務を引き継ぐに当たり、引き継ぎに十分な期
間を確保し、県保健医療調整本部等の活動が円滑に継続されるよう努める。

□　日報（活動期間のクロノロ）を作成し、次リエゾンへ引き継ぐ

【引き継ぐ具体的内容】
　□　県保健医療調整本部の状況
　□　各保健医療調整支部の状況

　□　病院・診療所の状況
　□　避難所（福祉避難所を含む）・在宅支援の状況
　□　EMIS、日本産科婦人科学会大規模災害システムの状況

□　県保健医療調整本部長へ引き継ぎ完了したことを報告する

●●活活動動のの終終了了ににつついいてて
□小児・周産期医療提供体制等の確保に係る業務を、当県の職員により実施す
　ることが可能と判断する時点を一つの目安として、活動の終了を決定する。
　（周産期リエゾンの活動と災害医療コーディネーターの活動を同時に終了させる
　 必要はなく、それぞれの役割を踏まえて、適切な時期に活動の終了を決定す
　る。）

アクションカード（周産期リエゾン）

本部運営

その他

□　リエゾン交代の調整（最初の３日程度は同じ人 (複数名 )がよい）

□　県保健医療調整本部の調整会議等への出席
□　リエゾン内のミーティング（1時間毎がよい）

□　各医療機関の情報収集（稼働状況）

　　　□ライフライン　□分娩可能　□手術可能

　　　□連絡先・連絡手段　□病院避難の有無　□スタッフ
□　避難所の情報収集

□　搬送判断

□　搬送調整

　　　□県内搬送先　（□搬送先の状況確認）
　　　□県外搬送先　（□搬送先の状況確認）

　　　□搬送手段　（□救急車　□ヘリ　□自衛隊）

□　情報発信（日産婦システム、EMIS、LINE等）
　　　□本部情報収集班　
　　　□各医療機関　□関連団体
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６．各医療機関のアクションカード

アクションカード（周産期医療施設）

情報入力

発災後、各医療機関は下記入力を行う。

□　EMIS（広域災害救急医療情報システム）

□　日本産科婦人科学会 大規模災害対策情報システム
　（携帯電話やタブレット端末からも入力可能）

□　入力できない場合はリエゾンに連絡
　　

　　【リエゾンリーダー】
　　　高知大学医学部附属病院産科婦人科
　　　渡邊　理史　　
　　　電話：090-2853-5042

　　　アドレス：no_nave_no_life@yahoo.co.jp

※LINEでの情報共有では、患者の個人情報に関するやりとりを行わない

《各システムID・パスワード》

■EMIS（施設ID ）
     ID（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）
    パスワード（　　　　　　　　　　　　　　　   ）

■日産婦システム（個人ID ）
     ID（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）
     パスワード（　　　　　　　　　　　　　　　   ）
　　　
□　情報入力は1日1回以上（可能であれば1日2回以上）の入力が望ましい　　
※状況変化があれば随時更新
　　　9時・16時　　　　※16時に1回は入力する

令和元年度版　Ver.1（R2.2）
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患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）

□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　ブロック内二次周産期医療提供施設（国立高知病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に　　
　　　 相談
　※必要に応じてブロック内または中央保健医療圏内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保

　①　市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセンター）に要請

　　　　（固定電話：088-822-9955、088-822-9956、088-822-9957）
　　　　（衛星携帯電話:090-6886-8907、080-1993-9970）
　②　市町村災害対策本部で確保ができない場合は、市町村災害対策本部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁） に要請
　      

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、市町

　 村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）
　 （まとめて報告して構わない）

一次施設（中央圏域Ａ）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科 
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

②

①
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患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　ブロック内二次周産期医療提供施設（高知赤十字病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に

　　　 相談
　※必要に応じてブロック内または中央保健医療圏内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
　①  市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセンター）に要請
 　　　 （固定電話：088-822-9955、088-822-9956、088-822-9957 ）
  　　　（衛星携帯電話：090-6886-8907、080-1993-9970）

　②  市町村災害対策本部で確保ができない場合は、市町村災害対策本部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁）に要請
　       

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告

※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、市町
　 村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）
　 （まとめて報告して構わない）

一次施設（中央圏域Ｂ）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設

（分娩取扱い施設）
・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘー ｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

②

①

患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）

□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　ブロック内二次周産期医療提供施設（国立高知病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に　　
　　　 相談
　※必要に応じてブロック内または中央保健医療圏内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保

　①　市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセンター）に要請

　　　　（固定電話：088-822-9955、088-822-9956、088-822-9957）
　　　　（衛星携帯電話:090-6886-8907、080-1993-9970）
　②　市町村災害対策本部で確保ができない場合は、市町村災害対策本部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁） に要請
　      

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、市町

　 村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）
　 （まとめて報告して構わない）

一次施設（中央圏域Ａ）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科 
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

②

①

− 25 −



患者の受入調整

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①  ブロック内二次周産期医療提供施設（ＪＡ高知病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に

          相談

　※必要に応じて中央保健医療圏内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
   ①  市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセンター）に要請
　　　  （固定電話：088-822- 9955、088-822-9956、088-822-9957）

　　　  (衛星携帯電話：090-6886-8907､080-1993-9970）
　②  市町村災害対策本部で確保ができない場合は、市町村災害対策本部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁）に要請
　      

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに 患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に 市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合 は、市町
　 村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）
　 （まとめて報告して構わない）

一次施設（中央圏域Ｃ）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

②

①

アクションカード（周産期医療施設）

− 26 −



患者の受入調整

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　ブロック内二次周産期医療提供施設（幡多けんみん病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部  附属病院）に

　　　 相談

　

□　搬送手段の確保

　 ①  市町村災害対策本部に要請

　　　　：四万十市災害対策本部（0880-34-1823）
　 ②  市町村災害対策本部で確保ができない場合は、市町村災害対策本部が県保健
　　　  療調整支部（幡多福祉保健所）に要請
　 ③  県保健医療調整支部（幡多福祉保健所）で確保ができない場合は、 県保健医

　　　　療調整支部が県保健医療調整本部（県庁）に要請

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、市町

　 村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）
　 （まとめて報告して構わない）

一次施設（幡多圏域）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 幡多保健医療圏

ブロック 幡多ブロック 

二次周産期医療提供施設 幡多けんみん病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

菊地産婦人科
②

①

アクションカード（周産期医療施設）

患者の受入調整

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①  ブロック内二次周産期医療提供施設（ＪＡ高知病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に

          相談

　※必要に応じて中央保健医療圏内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
   ①  市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセンター）に要請
　　　  （固定電話：088-822- 9955、088-822-9956、088-822-9957）

　　　  (衛星携帯電話：090-6886-8907､080-1993-9970）
　②  市町村災害対策本部で確保ができない場合は、市町村災害対策本部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁）に要請
　      

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに 患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に 市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合 は、市町
　 村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）
　 （まとめて報告して構わない）

一次施設（中央圏域Ｃ）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

②

①

アクションカード（周産期医療施設）
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患患者者のの受受入入調調整整

アアククシショョンンカカーードド（（周周産産期期医医療療施施設設））

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）

□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設（高知赤十字病院、ＪＡ高知

　　　 病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）
　　　 に相談
　※必要に応じてブロック内一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
　①  自施設保有車両
　②   院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセン
　　    ター）に要請

　　　    （固定電話：088-822-9955、088-822-9956、088-822-9957）

　　　   （衛星携帯電話：090-6886-8907、080-1993-9970）
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じて
　　     県保健医療調整本部（県庁）に要請
　          （固定電話：088-823-9667、088-823-9682、088-823-9623、088-823-9749）

          （携帯電話：080-2988-7298）
　　　   （衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8901）
　　     （衛星携帯電話： ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0300（内線7055985））
　□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】

※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本部
　を通じて市町村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて報告して構　

　わない）

二次施設（国立高知）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

①

②

①

− 28 −



患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）

□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設（国立高知病院、ＪＡ高知病
　　　 院）に相談
　②   三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に
　　　相談
　※必要に応じてブロック内または中央保健医療圏内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
　①   自施設保有車両

　②   院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセン　
　　     ター）に要請
　　　   （固定電話：088-822-9955、088-822-9956、088-822-9957）
　　　   （衛星携帯電話：090-6886-8907、080-1993-9970）
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じ

           て県保健医療調整本部（県庁）に要請
　　　   （固定電話：088-823-9667、088-823-9682、088-823-9623、088-823-9749 ）

         （携帯電話：080-2988-7298）
　　　  （衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8901）
　　    （衛星携帯電話： ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0300（内線7055985））
□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に県保健医療調整本部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本部

　 を通じて県保健医療調整本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて 報告して構

　 わない）

二次施設（高知赤十字）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設

（分娩取扱い施設）
・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘー ｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科   
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

 

②

①①

患患者者のの受受入入調調整整

アアククシショョンンカカーードド（（周周産産期期医医療療施施設設））

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）

□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設（高知赤十字病院、ＪＡ高知

　　　 病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）
　　　 に相談
　※必要に応じてブロック内一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
　①  自施設保有車両
　②   院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセン
　　    ター）に要請

　　　    （固定電話：088-822-9955、088-822-9956、088-822-9957）

　　　   （衛星携帯電話：090-6886-8907、080-1993-9970）
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じて
　　     県保健医療調整本部（県庁）に要請
　          （固定電話：088-823-9667、088-823-9682、088-823-9623、088-823-9749）

          （携帯電話：080-2988-7298）
　　　   （衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8901）
　　     （衛星携帯電話： ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0300（内線7055985））
　□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】

※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本部
　を通じて市町村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて報告して構　

　わない）

二次施設（国立高知）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

①

②

①

− 29 −



患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設（国立高知病院、高知赤十

　　　 字病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）
　　　 に相談
　※必要に応じてブロック内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
　①　自施設保有車両
　②　院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（南国市災害対策本部
　　　 088-863-7373）に要請

　③　市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じ　　
　　　 て県保健医療調整支部（中央東福祉保健所）に要請
　　　  （固定電話：0887-53-3171）
　　　  （衛星携帯電話：ワイドスター　090-6886-8903）
　　　  （衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ　050-5212-0304（内線7023187））

　④   県保健医療調整支部が確保できない場合は、県保健医療調整支部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁）に要請
　　　　
□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】

※搬送手段の確保時に県保健医療調整支部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本部
　 を通じて県保健医療調整支部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて報告して構

　 わない）

二次施設（ JA高知）R2 .2

三次周産期医療提供施

設

高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施
設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設

（分娩取扱い施設）
・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

①

②

①
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患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換 )は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　
　　 三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に

       相談

　※必要に応じて中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設（国立高知病院、高知赤十　　

      字病院、ＪＡ高知病院）に相談

□    保健医療圏域外への搬送が必要な場合は、リエゾンに連絡する

□　搬送手段の確保
　①　自施設保有車両

　②　市町村災害対策本部（宿毛市災害対策本部）に要請
　　　　（固定電話： 0880-63-1113）
　③　市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通 じて　　　　

　　　  県保健医療調整支部（幡多福祉保健所）に要請
　　       （固定電話：0880-35-5979）

　　　   (衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8906）
　　     （衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0301（内線7050448））

　④  県保健医療調整支部で確保ができない場合は、県保健医療調整支部が県保

　　　 健医療調整本部（県庁）に要請

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡を とらなかった場合は、市町

　  村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）
　  （まとめて報告して構わない）

二次施設（幡多けんみん）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 幡多保健医療圏域

ブロック 幡多ブロック 

二次周産期医療提供施設 幡多けんみん病院 

患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　※※重重症症例例はは②②かからら始始めめててもも可可
　①　中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設（国立高知病院、高知赤十

　　　 字病院）に相談
　②　三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）
　　　 に相談
　※必要に応じてブロック内の一次周産期医療提供施設に相談

□　搬送手段の確保
　①　自施設保有車両
　②　院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（南国市災害対策本部
　　　 088-863-7373）に要請

　③　市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じ　　
　　　 て県保健医療調整支部（中央東福祉保健所）に要請
　　　  （固定電話：0887-53-3171）
　　　  （衛星携帯電話：ワイドスター　090-6886-8903）
　　　  （衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ　050-5212-0304（内線7023187））

　④   県保健医療調整支部が確保できない場合は、県保健医療調整支部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁）に要請
　　　　
□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】

※搬送手段の確保時に県保健医療調整支部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本部
　 を通じて県保健医療調整支部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて報告して構

　 わない）

二次施設（ JA高知）R2 .2

三次周産期医療提供施

設

高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施
設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設

（分娩取扱い施設）
・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

①

②

①
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患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換 )は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　
　　 三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に

       相談

　※必要に応じて中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設(国立高知病院、高知赤十字  

      病院、ＪＡ高知病院)に相談

　 

□    保健医療圏域外への搬送が必要な場合は、リエゾンに連絡する

□　搬送手段の確保
　①   自施設保有車両

　②   市町村災害対策本部（安芸市災害対策本部）に要請
　　　　（固定電話：0887-37-9101、0887-34 -1243、0887-34 -1244）
　　　　（衛星携帯電話：ワイドスター090-4785-1162）
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じて
　　　  県保健医療調整支部（安芸福祉保健所）に要請

　　      （固定電話：0887-34-3175）

　　　  （衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8902）
　　  　（衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0305（内線7034517））

　④  県保健医療調整支部で確保ができない場合は、県保健医療調整支部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁）に要請

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、市町
　  村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）

　  （まとめて報告して構わない）

二次施設（県立あき）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 安芸保健医療圏

ブロック 安芸ブロック 

二次周産期医療提供施設 県立あき総合病院 
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患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う
　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整

　①　三次周産期医療提供施設（高知大学医学部附属病院）に相談
　②　県保健医療調整本部に相談（リエゾンが調整）

□   県外搬送が必要な場合は、リエゾンに連絡する

□　搬送手段の確保
　①  自施設保有車両
　②   院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（高知市総合あんしんセン
　　    ター）に要請
　　   　（固定電話：088-822-9955、088-822-9956、088-822-9957）

　　　   （衛星携帯電話：090-6886-8907、080-1993-9970）
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じて
　　     県保健医療調整本部（県庁）に要請
　         （固定電話：088-823-9667、088-823-9682、088-823-9623、088-823-9749 ）

         （携帯電話：080-2988-7298）

　　　   (衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8901）
　　     (衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0300（内線7055985））　 
□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告（リエゾンが調整した場合は
　　 リエゾンから報告）
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】

※搬送手段の確保時に県保健医療調整本部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本部を
　 通じて県保健医療調整本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて報告して構わな

　 い）

三次施設（医療センター）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設
（分娩取扱い施設）

・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科   
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 

患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認
□　患者の受入れ調整 (情報交換 )は医療機関同士で行う
　　　（搬送時には様式１・２・３を医療機関へFAX送信もしくは搬送時に持参）
□　受入先調整　
　　 三次周産期医療提供施設（高知医療センター、高知大学医学部附属病院）に

       相談

　※必要に応じて中央保健医療圏内の二次周産期医療提供施設(国立高知病院、高知赤十字  

      病院、ＪＡ高知病院)に相談

　 

□    保健医療圏域外への搬送が必要な場合は、リエゾンに連絡する

□　搬送手段の確保
　①   自施設保有車両

　②   市町村災害対策本部（安芸市災害対策本部）に要請
　　　　（固定電話：0887-37-9101、0887-34 -1243、0887-34 -1244）
　　　　（衛星携帯電話：ワイドスター090-4785-1162）
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じて
　　　  県保健医療調整支部（安芸福祉保健所）に要請

　　      （固定電話：0887-34-3175）

　　　  （衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8902）
　　  　（衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0305（内線7034517））

　④  県保健医療調整支部で確保ができない場合は、県保健医療調整支部が県保
　　　 健医療調整本部（県庁）に要請

□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】
※搬送手段の確保時に市町村災害対策本部と連絡をとらなかった場合は、市町
　  村災害対策本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）

　  （まとめて報告して構わない）

二次施設（県立あき）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 安芸保健医療圏

ブロック 安芸ブロック 

二次周産期医療提供施設 県立あき総合病院 
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患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う

□　受入先調整
　①　三次周産期医療提供施設（高知医療センター）に相談
　②　県保健医療調整本部に相談（リエゾンが調整）

□   県外搬送が必要な場合は、リエゾンに連絡する

□　搬送手段の確保
　①   自施設保有車両
　②   院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（南国市医療対策本部

　　     088-863-7373）に要請
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じて　　　
　　　 保健医療調整本部（県庁）に要請
             （固定電話：088-823-9667、088-823-9682、088-823-9623、088-823-9749）

          (携帯電話：080-2988-7298）

　　　   （衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8901）
　　      (衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0300（内線7055985））
□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告（リエゾンが調整した場合は
　　 リエゾンから報告）
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】

※搬送手段の確保時に県保健医療調整本部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本
　 部を通じて県保健医療調整本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて報告して

　 構わない）

三次施設（高知大学）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設

（分娩取扱い施設）
・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 
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患者の受入調整

アクションカード（周産期医療施設）

□　日産婦システムで他施設の状況を確認

□　患者の受入れ調整 (情報交換)は医療機関同士で行う

□　受入先調整
　①　三次周産期医療提供施設（高知医療センター）に相談
　②　県保健医療調整本部に相談（リエゾンが調整）

□   県外搬送が必要な場合は、リエゾンに連絡する

□　搬送手段の確保
　①   自施設保有車両
　②   院内災害対策本部を通じて市町村災害対策本部（南国市医療対策本部

　　     088-863-7373）に要請
　③   市町村災害対策本部で確保ができない場合は、院内災害対策本部を通じて　　　
　　　 保健医療調整本部（県庁）に要請
             （固定電話：088-823-9667、088-823-9682、088-823-9623、088-823-9749）

          (携帯電話：080-2988-7298）

　　　   （衛星携帯電話：ワイドスター090-6886-8901）
　　      (衛星携帯電話：ＩＰＳＴＡＲ 050-5212-0300（内線7055985））
□　搬送手段の決定連絡を受けたら、搬送先に報告（リエゾンが調整した場合は
　　 リエゾンから報告）
※リエゾンに患者情報・受入先（共通様式５）を報告【【周周産産期期ルルーールル】】

※搬送手段の確保時に県保健医療調整本部と連絡をとらなかった場合は、院内災害対策本
　 部を通じて県保健医療調整本部にも患者情報・受入先を報告（共通様式５）（まとめて報告して

　 構わない）

三次施設（高知大学）R2.2

三次周産期医療提供施設
高知医療センター、高知大学医学部附属病院

※重症（傷）対応 

医療圏域 中央保健医療圏

ブロック 中央A 中央B 中央C 

二次周産期医療提供施設 国立高知病院 高知赤十字病院 JA高知病院 

一次周産期医療提供施設

（分娩取扱い施設）
・国見産婦人科
・高知ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

・浅井産婦人科、内科 
・田村産婦人科  
・アニタ助産院 

高須どい産婦人科 
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８．震災対策訓練

震災対策訓練については、（１）と（２）の全体訓練以外に、県医事薬務課災害医療対策室が所

管する「広域災害救急医療情報システム（EMIS）」訓練と同時に、県健康対策課所管の「日本産科

婦人科学会大規模災害対策情報システム」入力訓練を年に３回（６月･９月･12 月）実施をしている。

（１） 内閣府 大規模地震時医療活動訓練

【日時】：平成 30 年８月４日（土） 高知県庁正庁ホール

【実施県】：徳島県、愛媛県、香川県、大分県、宮崎県

【目的】：南海トラフ地震を想定し、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画」等に基づく、大規模地震時医療活動に関する総合的な実働訓練を実施して、

当該活動に係る組織体制の機能と実効性に関する検証を行うとともに、防災関係

機関相互の協力の円滑化を図る。

【内容】：県危機管理部が毎年実施している災害対策本部図上訓練と同様に、シナリオ有・

ロールプレイング式・ブラインド型の図上訓練を実施。

【参加者】：県保健医療調整本部関係課、県危機管理部、各種コーディネータ－（支部コー

ディネータ－も含む）、リエゾン、DMAT

■ＴoDo リスト

■周産期リエゾン等産科の先生方■災害医療対策本部会議

■高知市避難所で出産した妊婦への対応■クロノロ

■各種コーデイネータ-

周産期リエゾンチーム

リエゾン

リーダー

助産師会も参加
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（２）令和元年度 震災対策訓練

【日時】：令和元年１月 19 日（日）

【場所】：高知県庁正庁ホール

【内容】：県危機管理部が毎年実施している災害対策本部図上訓練と同様に、シナリオ有・

ロールプレイング式・ブラインド型の図上訓練を実施。

【参加者】：県保健医療調整本部関係課、県危機管理部、各種コーディネータ－（支部コー

ディネータ－も含む）、リエゾン、DMAT

■災害時周産期医療連携体制図

■クロノロ■県内の分娩施設の状況

■県内の分娩施設の浸水状況

■随時、情報確認

■県保健医療調整本部会議

■訓練全体風景

周産期リエゾンチーム

情報収集班情報分析班

対策企画班
総務部

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
調
整
本
部

各種コーデイ

ネーター
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１．広域災害救急医療情報システム（EMIS）

災害時に被災した都道府県を越えて医療機関の稼働状況など災害医療に関わる情報を共有し、

被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・提供することを目的とする。

各都道府県システムにおける全国共通の災害医療情報の収集がされる。

・ 各施設の入力担当者は自施設の被災状況を速やかに把握し、被災時の施設情報・緊急情報を

入力する。

・ 医療機関と行政、関係機関との情報共有ツールとして、病院被害情報、患者受け入れ情報、

避難所の情報、病院のキャパシティ－、DMATの活動情報などが情報共有される。

［リンク先・入力方法］

・ こうち医療ネットへアクセスし、関係者用ログインからログイン

(http://www.kochi.iryo.net/)

（（１１－－１１））ここううちち医医療療ネネッットトかかららロロググイインンままででのの流流れれ
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（（１１－－２２））ロロググイインン画画面面ととななっったた場場合合

（（２２－－１１））ここううちち医医療療ネネッットトかからら緊緊急急時時入入力力
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（（２２－－２２））自自施施設設にに何何ららかかのの被被害害ががああっったた場場合合のの入入力力手手順順

（（２２－－３３－－１１））緊緊急急時時入入力力後後のの詳詳細細入入力力
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（（２２－－４４））自自施施設設にに被被害害ががななかかっったた場場合合のの入入力力手手順順

（（３３））医医療療機機関関等等・・支支援援状状況況モモニニタターーでで入入力力内内容容等等のの確確認認
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２．日本産科婦人科学会 大規模災害対策情報システム

緊急・災害時に各医療機関の周産期医療情報を、各施設が公開し、他施設との情報共有し、自

施設の被災状況や受け入れ可能な患者さんの状況、搬送の可否など施設運用に必要な情報を随時

更新し、近隣施設や全国規模の支援を要請できる。

（１） 被災時施設情報の入力

・ 各施設の入力担当者は自施設の被災状況を速やかに把握し、被災時施設情報・緊急情報入

力項目を災害発生後48時間以内に入力する。その後、続けてもしくは時間的余裕のある際に

詳細情報入力項目を追加入力する。

・ 母体搬送／新生児搬送の受入れ可能な施設は搬送受け入れ可能な周産期情報の入力を

行う。災害時には、毎日必ず受入れ可能病床数の更新を行う。

（２） 被災地情報の収集

・ 災害発生後48時間以内に被災時施設情報・緊急情報入力項目の入力がされていない施設

は、小児周産期リエゾン、被災地の基幹施設、そして学会災害対策本部が中心となり、システ

ム上に代行入力を行うことも考慮する。

（３） 患者搬送情報・物資輸送情報の掲示

・ 被災時施設詳細情報の搬送受入れ可能施設の周産期情報では、母体搬送／新生児搬送の

受入れ可能な施設の情報を入力し、共有する。

・ 被災施設において被災地支援の中心となっている所属ブロックやカバー支援担当ブロック間

での患者搬送や物資輸送において、調整がつかない場合、当サイトメニュー：掲示板に必要

な情報を掲示することが出来る。

[リンク先・入力方法]

・ 日本産科婦人学会のホームページ上に大規模災害対策情報システムのバナーがある。

（http://www.jsog.or.jp/modules/medical/index.php?content_id=1）

・ 日本産科婦人科学会会員 IDにてログインします。

出典：日本産科婦人科学会 大規模災害時情報システム
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分分娩娩をを取取りり扱扱うう病病院院・・診診療療所所 （R2.2現在）

施設名 〒 住　　　所 TEL FAX

1 高知県立あき総合病院 784-0027 安芸市宝永町3-33 0887-34-3111 0887-34-2687

2 高知大学医学部附属病院 783-8505 南国市岡豊町小蓮185-1 088-866-5811 088-880-2227

3 ＪＡ高知病院 783-8509 南国市明見字中野526-1 088-863-2181 088-863-2186

4
高知県･高知市病院企業団立
高知医療センター

781-8555 高知市池2125-1 088-837-3000 088-837-6766

5 高知赤十字病院 780-8562 高知市秦南町１丁目４番63-11号088-822-1201 088-822-1056

6
独立行政法人国立病院機構
高知病院

780-8077 高知市朝倉西町1丁目2-25 088-844-3111 088-843-6385

7 高知県立幡多けんみん病院 788-0785 宿毛市山奈町芳奈3-1 0880-66-2222 0880-66-2111

8 浅井産婦人科・内科 781-8132 高知市一宮東町1-7-7 088-846-3131 088-846-3132

9 国見産婦人科 780-0870 高知市本町4-2-30 088-822-5954 088-822-5952

10 高知ファミリークリニック 780-8074 高知市朝倉横町23-7-10 088-844-3339 088-844-3338

11 高須どい産婦人科 781-8104 高知市高須2-18-17 088-882-1228 088-861-0006

12 田村産婦人科 780-0862 高知市鷹匠町1-1-10 088-823-1110 088-871-0006

13 菊地産婦人科医院 787-0002 四万十市中村桜町19 0880-34-3351 0880-34-2583

分分娩娩をを取取りり扱扱うう助助産産所所 （R2.2現在）

施設名 〒 住　　　所 TEL FAX

1 アニタ助産院 781-0270 高知市長浜3番地 088-841-3000 088-841-3000

妊妊婦婦健健診診ののみみをを取取りり扱扱うう病病院院・・診診療療所所 （R2.2現在）

施設名 〒 住　　　所 TEL FAX

1 愛宕病院 780-0051 高知市愛宕町１丁目1番13号 088-823-3301 088-823-3306

2 梅原産科婦人科 781-0253 高知市瀬戸南町2-1-10 088-842-0700 088-842-8070

3 小林レディスクリニック 780-8018
高知市竹島町13-1
うしおえﾒﾃﾞｲｶﾙﾋﾞﾙｲｰｱ3Ｆ

088-805-1777 088-805-1778

4 にこにこレディースクリニック 780-8085 高知市大谷公園町16-30 088-840-2525 088-840-2520

5 はまだ産婦人科 781-8104 高知市高須３丁目1-28 088-882-0777 088-882-0791

6 レディスクリニックコスモス 780-0072 高知市杉井流6番27号 088-861-6700 088-861-6701

7 内田産婦人科 780-0985 高知市南久万39-2 088-873-0010 088-873-0082

8 毛山病院 780-0806 高知市知寄町１丁目2-2 088-883-0515 088-884-5323

9 北村産婦人科 781-5232 香南市野市町西野551-3 0887-56-1013 0887-56-0792

10 たにむら産婦人科 782-0034 香美市土佐山田町宝町1-31-1 0887-53-2600 0887-53-2179

11 土佐市民病院 781-1101 土佐市高岡町甲1867 088-852-2151 088-852-3549

12 佐川町高北国民健康保険病院 789-1201 高岡郡佐川町甲1687 0889-22-1166 0889-22-7414

13 山﨑病院 781-1301 高岡郡越知町越知甲2041-3 0889-26-1123 0889-26-3260

14 くぼかわ病院 786-0002 高岡郡四万十町見付902-1 0880-22-1111 0880-22-1166

1．県内産婦人科一覧
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ア
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ﾗｲ
ﾌﾗ
ｲﾝ
被
害

様
相

地
震
直
後

1
日
後

3
日
後

1
週
間
後

1
か
月
後

上
水
道

約
6
～
8
割
が
断
水

基
幹
管
路
(水
源
～
浄
水
場
～

配
水
池
∼
各
家
庭
(口
径

3
0
0
m
m
以
上
)の
水
道
管
)

の
復
旧
に
着
手
開
始

基
幹
管
路
の
復
旧
が
進

む
基
幹
管
路
の
復
旧
は

完
了

一
部
を
除
き
、
断
水
が

解
消

電
 
力

ほ
ぼ
全
域
で
停
電

浄
水
場
や
病
院
な
ど
重
要
施

設
か
ら
施
設
点
検
の
上
順
次

復
旧

津
波
警
報
が
発
令
さ
れ

て
い
る
場
合
、
浸
水
域

以
外
の
復
旧
に
限
ら
れ

る

一
部
地
域
で
は
停
電

が
続
く

停
電
は
ほ
と
ん
ど
解
消

さ
れ
る
が
、
需
要
抑
制

（
節
電
要
請
等
）
が
行

わ
れ
る
場
合
も
あ
る

道
 
路

高
速
：
県
内
全
線
、
被

災
と
点
検
の
た
め
通
行

止
め

国
道
、
主
要
地
方
道
：

国
道
5
6
号
・
5
5
号
は

津
波
や
揺
れ
、
液
状
化

に
よ
り
通
行
機
能
支
障

を
き
た
す

高
速
：
交
通
規
制
に
よ
っ
て

緊
急
通
行
車
両
の
み
通
行
可

能 国
道
、
主
要
地
方
道
：
津
波

浸
水
ｴﾘ
ｱで
は
う
回
路
を
使
用

高
速
：
交
通
規
制
に

よ
っ
て
緊
急
通
行
車
両

の
み
通
行
可
能

国
道
、
主
要
地
方
道
：

緊
急
輸
送
道
路
に
限
定

で
機
能
が
確
保
、
災
害

応
急
対
策
が
本
格
的
に

開
始

高
速
：
交
通
規
制
に

よ
っ
て
緊
急
通
行
車

両
の
み
通
行
可
能

国
道
、
主
要
地
方

道
：
一
部
不
通
区
間

が
残
る
が
、
浸
水
ｴﾘ
ｱ

に
侵
入
す
る
仮
復
旧

ﾙｰ
ﾄが
構
成

高
速
：
一
般
車
両
も
含

め
通
行
可
能

国
道
、
主
要
地
方
道
：

橋
梁
の
被
害
を
除
け
ば

概
ね
啓
開
が
行
わ
れ
る

が
、
一
部
区
間
で
は
交

通
規
制

〇
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害
状
況
の
フ
ェ
ー
ズ
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１．県外協定先産婦人科連絡先

(R2．2時点）

施設名 所在 電話 ＦＡＸ

四国こどもとおとなの
医療センター

香川県善通寺市仙遊町
２丁目１－１

０８７７－６２－１００００８７７－６２－６３１１

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日町
83番地

０８９－９４７－１１１１０８９－９４３－４１３６
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２
．
災
害
拠
点
病
院
連
絡
先
一
覧

○○
広広

域域
的的

なな
災災

害害
拠拠

点点
病病

院院
連連

絡絡
先先

(R
2
．

2
時

点
）

施
設

名
所

在
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

衛
星

携
帯

電
話

防
災

行
政

無
線

電
話

防
災

行
政

無
線

Ｆ
Ａ

Ｘ

高
知

医
療

セ
ン

タ
ー

高
知

市
池

２
１

２
５

－
１

0
8
8
-
8
3
7
-
3
7
9
0

0
8
8
-
8
3
7
-
6
7
9
8

0
9
0
-
8
6
9
2
-
1
2
4
4

4
9
3
-
6
1
1

4
9
3
-
7
1
0

高
知

赤
十

字
病

院
高

知
市

秦
南

町
一

丁
目

4
番

6
3
-
1
1
号

0
8
8
-
8
2
2
-
1
2
0
1

0
8
8
-
8
2
2
-
1
0
5
6

0
9
0
-
6
8
8
6
-
8
9
1
4

4
9
4
-
6
1
1

4
9
4
-
7
1
0

高
知

大
学

医
学

部
附

属
病

院
南

国
市

岡
豊

町
小

蓮
1
8
5
-
1

0
8
8
-
8
6
6
-
5
8
1
1

0
8
8
-
8
8
0
-
2
2
2
7

0
9
0
-
6
8
8
6
-
8
9
0
8

4
9
2
-
6
1
1

4
9
2
-
7
1
0

○○
災災

害害
拠拠

点点
病病

院院
連連

絡絡
先先

(R
2
．

2
時

点
）

施
設

名
所

在
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

衛
星

携
帯

電
話

防
災

行
政

無
線

電
話

防
災

行
政

無
線

Ｆ
Ａ

Ｘ

あ
き

総
合

病
院

安
芸

市
宝

永
町

3
-
3
3

0
8
8
7
-
3
4
-
3
1
1
1

0
8
8
7
-
3
4
-
2
6
8
7

0
9
0
-
6
8
8
6
-
8
9
0
9

4
9
0
-
6
1
1

4
9
0
-
7
1
0

Ｊ
Ａ

高
知

病
院

南
国

市
明

見
字

中
野

５
２

６
－

１
0
8
8
-
8
6
3
-
2
1
8
1

0
8
8
-
8
6
3
-
2
1
8
6

0
9
0
-
6
8
8
6
-
8
9
1
0

4
9
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1
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4
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7
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0

近
森

病
院

高
知

市
大

川
筋

１
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１
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１
６
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1
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-
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高
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病
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高
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市
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町
１
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２

－
２

５
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-
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9
5
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1
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6
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仁
淀

病
院

吾
川

郡
い

の
町

１
３

６
９
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8
8
-
8
9
3
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1
5
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1

0
8
8
-
8
9
3
-
4
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9
2

0
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0
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8
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1
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9
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-
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1
0

土
佐

市
民

病
院

土
佐

市
高

岡
町

甲
１

８
６

７
0
8
8
-
8
5
2
-
2
1
5
1

 0
8
8
-
8
5
2
-
3
4
7
6
 

8
8
1
6
-
2
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-
2
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4
9

8
8
1
6
-
2
3
4
5
-
2
8
5
0

（
イ

リ
ジ

ウ
ム

）
4
7
8
 

須
崎

く
ろ

し
お

病
院
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崎

市
緑

町
４

－
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０
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8
8
9
-
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3
-
2
1
2
1

0
8
8
9
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1
5
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1
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4
9
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1
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く
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病
院
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万

十
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付

９
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２
－

１
0
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0
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2
2
-
1
1
1
1

0
8
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0
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2
2
-
1
1
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0
9
0
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5
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1
4
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6
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2

4
7
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幡
多

け
ん

み
ん

病
院

宿
毛

市
山

奈
町

芳
奈

３
－

１
0
8
8
0
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6
6
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2
2
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2

0
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0
-
6
6
-
2
1
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1

0
9
0
-
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出
典

：
高

知
県

災
害

時
医

療
救

護
計

画
改

編
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４
．
四

国
 
小
児
周

産
期
リ

エ
ゾ
ン

主
管
課

 連
絡
先
一

覧

県
名

担
当
課

電
話
番
号

備
考

香
川
県

健
康
福
祉
部
子
ど
も
政
策
推
進
局

子
ど
も
家
庭
課

０
８
７
-
８
３
２
-
３
２
８
５

徳
島
県

保
健
福
祉
部
健
康
づ
く
り
課

０
８
８
-
６
２
１
-
２
２
２
０

愛
媛
県

保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
局

健
康
増
進
課

０
８
９
-
９
１
２
-
２
４
０
５

高
知
県

健
康
政
策
部
健
康
対
策
課

０
８
８
-
８
２
３
-
９
６
５
９
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紹紹介介先先

病院

先生

紹紹介介元元

病院名

緊急連絡先（TEL）

医師名

（ふりがな）

氏名

住所 電話番号

妊娠週数
搬送先
受診歴

感染症

妊
娠

方
法

分娩歴 既往帝切 早産歴

搬
送

理
由

産
科
合

併
症

胎児数 胎位

胎盤位置 児推定体重 胎児奇形

子宮収縮 子宮口

入院年月日 入院理由

　週　　　　　　　日 分娩予定日 　　　　年　　　月　　　　日
□なし　
□あり

□なし　　　□あり ： ＧＢＳ（ ＋・－ ）　　　ＨＢｓ（ ＋・－ ）　　　ＨＣＶ（ ＋・－ ）　　　ＨＩＶ（ ＋・－ ）　　　ＨＴＬＶ-１（ ＋・－ ）

　　　　　　　　　　　　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                          　）

　　□自然妊娠　　　□排卵誘発　　　□AIH　　　　□新鮮胚移植　　　　□凍結胚移植　　　□顕微授精　　　□その他（　　　　　        　　）

(  　   )妊　（　　　）産 □なし　　　□あり □なし　　　□あり

　　□切迫早産　　　　　　□前期破水　　　　　□前置胎盤　　　　　□妊娠高血圧症候群　　　　　□FGR　　　　　□常位胎盤早期剥離　

　　□胎児機能不全　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　□妊娠高血圧症候群　　□妊娠糖尿病　　□妊娠悪阻　　□切迫流早産　　□前期破水　　□羊水過多　　□羊水過少　　□前置胎盤　

　　□血液型不適合妊娠　　□児頭骨盤不均衡　　　□胎児機能不全　　□FGR　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□単胎　　　　　□双胎　（　MD　・　DD　）　　　　　□品胎 □頭位　　　□骨盤位　　　□横位

ｇ 　□なし　　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　）

□なし　　□不規則　　□（　　　　　）分毎 開大（　　　　　）ｃｍ　　展退（　　　　　　）％　　頸管長（　　　　　）mｍ

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

妊
婦
基
本
情
報

生年月日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　　）歳

血液型

□A　　　□O　　　　　

□B　　　□AB　　　

Rh（ ＋・－ ）

不規則（ ＋・－ ）

既
往

基礎疾患

    □なし　　　 　□高血圧　　　  □心疾患 　　　□腎疾患　 　　 □糖尿病　  　　□神経・筋疾患　     □精神疾患　 

    □知的障害を含む発達障害　　　□血液疾患　  　□甲状腺疾患　      □膠原病　 

    □アレルギー（　　　　　          　　　　　）   □その他(                                                          )

母
体
・
胎
児

情
報

搬
送
ま
で
の
管
理
・

治
療
方
法

使用薬剤

□塩酸リトドリン（　□内服　　□点滴　）（投与量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　 　　　）　
□マグセント（投与量　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　     　　　　　　）　
□ステロイド（薬品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終投与日時：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）
□抗生剤（薬品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終投与日時：　　　　　　　　　　      　　　　　　　  　　   )
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内服
その他

内服薬

【妊婦】

搬搬送送日日時時（（FFAAXX 送送信信日日））：令和 年 月 日 時 分

母母体体（（妊妊婦婦））搬搬送送連連絡絡票票（（情情報報提提供供書書））

医医療療 CC：：TTEELL ００８８８８－－８８３３７７－－３３７７９９５５ ((産産科科直直通通）） (( FFAAXX ００８８８８－－８８３３７７－－６６７７９９８８ 救救急急外外来来 ))

高高知知大大：：TTEELL ００８８８８－－８８８８００－－２２４４９９９９ ((産産科科直直通通）） (( FFAAXX ００８８８８－－８８８８００－－２２５５３３４４ 産産科科病病棟棟 ））

日日赤赤 ：：TTEELL ００８８８８－－８８２２２２－－１１２２００１１ (( 代代 表表 )) (( FFAAXX ００８８８８－－８８２２２２－－１１４４６６８８ 救救急急外外来来 ））

国国立立 ：：TTEELL ００８８８８－－８８４４４４－－３３１１１１１１ (( 代代 表表 )) FFAAXX

平平日日 88::3300--1177::1155 ００８８８８－－８８２２８８－－４４４４６６１１ 地地域域連連携携室室

土土日日祝祝・・夜夜間間 ００８８８８－－８８２２８８－－４４６６６６４４

※搬送時は、可能な範囲で記入し、搬送先へＦＡＸで送信する。

※必要に応じ、診察・検査等の記録を添付する。

電電
話話
番番
号号

ＦＦ
ＡＡ
ＸＸ
番番
号号

高知県母体搬送・新生児搬送マニュアル様式

様式１
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紹紹介介先先

病院

先生

紹紹介介元元

病院名

緊急連絡先（TEL）

医師名

（ふりがな）

氏名

住所 電話番号

妊娠週数
搬送先
受診歴

感染症

妊
娠

方
法

分娩歴 既往帝切 早産歴

分
娩

情
報

産褥日数 分娩日時

搬
送
理
由

血
圧

脈拍

　週　　　　　　　日 分娩（予定）日 　　　　年　　　月　　　　日
□なし　
□あり

□なし　　　□あり ：　ＧＢＳ（ ＋・－ ）　　　ＨＢｓ（ ＋・－ ）　　　ＨＣＶ（ ＋・－ ）　　　ＨＩＶ（ ＋・－ ）　　　ＨＴＬＶ-１（ ＋・－ ）

　　　　　　　　　　　　   その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         　）

　　□自然妊娠　　　□排卵誘発　　　□AIH　　　　□新鮮胚移植　　　　□凍結胚移植　　　□顕微授精      □その他(　　　　　　　　　　　　）

内服薬

(  　   )妊　（　　　）産 □なし　　　□あり □なし　　　□あり

　（　　　　　　）日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日 　□経腟　　　□吸引・鉗子　　　□帝切　　　

　　□弛緩出血　　　□産褥子癇　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）　/　（　　　　　　　　）ｍｍHg 　（　　　　　　　　　）分

妊
婦
基
本
情
報

生年月日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　　）歳

血液型

□A　　　□O　　

□B　　　□AB　　　

Rh（ ＋　・　－ 　）

不規則抗体（ ＋ ・－ ）

既
往

基礎疾患

    □なし　 　□高血圧　　  □心疾患 　　 □腎疾患　 　 □糖尿病　  　□神経・筋疾患　　 　□精神疾患　　 

    □知的障害を含む発達障害 　　□血液疾患　　　□甲状腺疾患　　　□膠原病　  　□アレルギー（　　　　　　　　　　　　　       　　）   

　　□その他(                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 )

搬
送
ま
で
の
症
状

経
過

【褥婦】

※搬送時は、可能な範囲で記入し、搬送先へＦＡＸで送信する。

※必要に応じ、診察・検査等の記録を添付する。

搬搬送送日日時時（（FFAAXX 送送信信日日））：令和 年 月 日 時 分

母母体体（（褥褥婦婦））搬搬送送連連絡絡票票（（情情報報提提供供書書））

電電
話話
番番
号号

ＦＦ
ＡＡ
ＸＸ
番番
号号

医医療療 CC：：TTEELL ００８８８８－－８８３３７７－－３３７７９９５５ ((産産科科直直通通）） (( FFAAXX ００８８８８－－８８３３７７－－６６７７９９８８ 救救急急外外来来 ))

高高知知大大：：TTEELL ００８８８８－－８８８８００－－２２４４９９９９ ((産産科科直直通通）） (( FFAAXX ００８８８８－－８８８８００－－２２５５３３４４ 産産科科病病棟棟 ））

日日赤赤 ：：TTEELL ００８８８８－－８８２２２２－－１１２２００１１ (( 代代 表表 )) (( FFAAXX ００８８８８－－８８２２２２－－１１４４６６８８ 救救急急外外来来 ））

国国立立 ：：TTEELL ００８８８８－－８８４４４４－－３３１１１１１１ (( 代代 表表 )) FFAAXX

平平日日 88::3300--1177::1155 ００８８８８－－８８２２８８－－４４４４６６１１ 地地域域連連携携室室

土土日日祝祝・・夜夜間間 ００８８８８－－８８２２８８－－４４６６６６４４

高知県母体搬送・新生児搬送マニュアル様式

様式２
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紹紹介介先先

病院

先生

紹紹介介元元

病院名

緊急連絡先（TEL）

医師名

母の氏名

住所 性別

生年月日

出生時計測

娩出方法

陣痛開始

破水

妊娠中
の管理

母体感染症

母の既往歴

アプガース
コア

蘇生

投与薬剤

                                    （　　　　歳） 分娩歴 　（　　　　　　）妊（　　　　　　）産 父　（　　　　　　歳）

電話番号

　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　　　　時　　　　　　分 日齢 在胎期間 　　　　週　　　　　　　日

体重
g

身長
ｃｍ

頭囲
ｃｍ

胸囲
ｃｍ

本日体重
ｇ

□自然　　　□吸引・鉗子　　　□帝切（適応：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　月　　　　日　　　　　時　　　　分　～ 　□自然陣発　　　　　□陣痛誘発　　　　　□陣痛促進

　　　　　月　　　　日　　　　　時　　　　分 羊混 　□なし　　　　□あり 分娩場所

　□塩酸リトドリン（ □内服　　□点滴 ）　□マグセント　□抗生剤　　□その他（　　　　　　　　） 母体発熱
□なし

□あり

　□なし　　　□あり ： ＧＢＳ（ ＋ ・－）　　　ＨＢｓ（ ＋ ・－）　　ＨＣＶ（ ＋ ・－）　　ＨＩＶ（ ＋ ・－）　　 ＨＴＬＶ-１（ ＋ ・－）　　　　

　                             その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                          　　　　）

    □なし　　□高血圧　　□心疾患　　□腎疾患　　□糖尿病　　□神経・筋疾患　　
  　□精神疾患　　□知的障害を含む発達障害　　□血液疾患　　　□甲状腺疾患　　　　　　　　
　　□膠原病　　  □アレルギー　　    □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

母の内服薬

　1分（　　　　）点　５分（　　　　）点　※５分が７点以下の場合⇒　10分（　　　　　　）点

　□なし　　　□酸素　　　□CPAP　　　　□バッグ＆マスク　　　　□挿管 臍帯血pH

　□なし　　　□点眼　　　□ビタミンＫ（□経口　□静注）　□その他(                                                )

酸素投与 □なし　　□あり SPO2 （　　　　　　）％ HR

経口哺乳
　□なし　
　□あり　哺乳量（　　　ml/回）　　最終哺乳（　　　　月　　　　日　　　　　ｍｌ）

胎便排出      □なし　　　□あり 初回排尿     □なし　　　□あり

その他

新
生
児
の
基
本
情
報

搬
送
理
由

　□早期産　　　□低出生体重児　　□黄疸　　　□呻吟　　□無呼吸発作　　□呼吸障害　　　　□チアノーゼ　　　□心雑音　　　　　　　　
　□新生児仮死　　　□低体温　　　□低血糖　　□活気不良　　□哺乳障害　　□嘔吐　　□腹部膨満　　□吐血　　□下血
　□発熱　　　　□けいれん　　□奇形　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　

妊娠・分娩
異常

　□なし　　　□前期破水　　　□切迫早産　　　□羊水過多　　　□羊水過少　　　□胎盤早期剥離　　　
　□形態異常　　　□糖尿病　　　□FGR　　　□絨毛膜羊膜炎　　　□多胎　　　□前置胎盤　　　　□胎児水腫
　□胎児機能不全　　　□臍帯異常　　□血液型不適合妊娠　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

搬送までの
状態

妊
娠
・
分
娩
情
報

児
の
情
報

【新生児】

※搬送時は、可能な範囲で記入し、搬送先へＦＡＸで送信する。

※必要に応じ、診察・検査等の記録を添付する。

搬搬送送日日時時（（FFAAXX 送送信信日日））：令和 年 月 日 時 分

新新生生児児搬搬送送連連絡絡票票（（情情報報提提供供書書））

医医療療 CC：：TTEELL ００８８８８－－８８３３７７－－３３７７９９７７（（NNIICCUU 直直通通）） (( FFAAXX ００８８８８－－８８３３７７－－６６７７９９８８ 救救急急外外来来 ))

高高知知大大：：TTEELL ００８８８８－－８８８８００－－２２４４８８７７（（周周産産母母子子セセンンタターー直直通通)) (( FFAAXX ００８８８８－－８８８８００－－２２７７３３２２ 周周産産母母子子セセンンタターー））

日日赤赤 ：：TTEELL ００８８８８－－８８２２２２－－１１２２００１１((代代表表）） (( FFAAXX ００８８８８－－８８２２２２－－１１４４６６８８ 救救急急外外来来 ））

国国立立 ：：TTEELL ００８８８８－－８８４４４４－－３３１１１１１１((代代表表)) FFAAXX

平平日日 88::3300--1177::1155 ００８８８８－－８８２２８８－－４４４４６６１１ 地地域域連連携携室室

土土日日祝祝・・夜夜間間 ００８８８８－－８８２２８８－－４４６６６６４４

電電
話話
番番
号号

ＦＦ
ＡＡ
ＸＸ
番番
号号

高知県母体搬送・新生児搬送マニュアル様式

様式３
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■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）
①救護所　②救護病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤県保健医療支部　⑥県保健医療本部　⑦その他医療機関

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

搬送手段の有無 備考（※ヘリ搬送を希望する場合は、別途ヘリ支援要請書を添付）

※必要に応じて、患者詳細情報（災害時診療記録、トリアージ・タッグのコピーなど）を添付

 高知県災害時医療救護計画 共通様式５

重重症症患患者者等等受受入入要要請請書書　　兼兼　　応応諾諾連連絡絡書書

担当者 担当者 担当者 担当者

機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　 機関名 区分 　

担当者 担当者 担当者 担当者

要請元記載項目 応諾機関記載項目

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

受入先　医療機関

症状（可能な範囲で記載）

傷病名・処置 血圧 脈拍 SpO2 意識 呼吸数 搬送手段

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分
担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分
担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分
担送・護送

の別

連絡先

tag.
no.

氏　　　名 年齢 性別
トリアージ

区分
担送・護送

の別

連絡先

要

請

連

絡

要

請

要

請

連

絡

連

絡
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患患者者氏氏名名

（（カカタタカカナナ））

＊氏名不詳なら個人特定に役立つ状況情報を記載

初初診診医医師師氏氏名名

一一般般診診療療版版 当当ててははままるるもものの全全ててにに☑☑

バイタルサイン

意識障害：□無・□有 呼吸数：

初診日 西暦 年 月 日 再

診

日付

再

々

診

血圧： 体温： ℃

年

齢

歳 脈拍： 整・不整

□ 歳 □ 歳 □ 歳 □ 歳
身長・体重 身長： 体重：

性
別
・
受
診
区
分

□ 男性 □ □

□ 女性（妊娠なし） □ □
既往症

□高血圧 □糖尿病 □喘息 □その他
□ 女性（妊娠あり） □ □

□ 中等症（トリアージ黄色）以上 □ □
予防接種

□麻疹 □破傷風 □今期インフルエンザ □肺炎球菌

□風疹 □その他（ ）再診患者 □ □

外
傷
・環
境
障
害

□ 頭頸・脊椎の重症外傷（ 赤） □ □
主訴

□ 体幹の重症外傷（ 赤） □ □

□ 四肢の重症外傷（ 赤） □ □ 現病歴
（日本語で記載）

□外傷⇒黄色タグ以上は外傷版記録へ（ は記入）

□精神保健医療⇒精神保健医療版記録へ（ は記入）□ 中等症外傷（ 赤以外・入院必要） □ □

□ 軽症外傷（外来処置のみで加療可） □ □

□ 創傷 □ □

□ 骨折 □ □

□ 熱傷 □ □

□ 溺水 □ □

□ クラッシュ症候群 □ □

症
候
・感
染
症

□ 発熱 □ □

□ 急性呼吸器感染症 □ □

□ 消化器感染症、食中毒 □ □

□ 麻疹疑い □ □

□ 破傷風疑い □ □

□ 急性血性下痢症 □ □

□ 緊急の感染症対応ニーズ □ □

高
度
医
療

□ 人工透析ニーズ □ □

□ 外傷以外の緊急の外科的医療ニーズ □ □

□ 感染症以外の緊急の内科的医療ニーズ □ □

精
神

□ 災害ストレス関連諸症状 □ □

□ 緊急のメンタル・ケアニーズ □ □

そ
の
他

□ 深部静脈血栓症 肺・脳・冠動脈塞栓症疑い □ □

診断
□ 高血圧状態 □ □

□ 気管支喘息発作 □ □

□ 緊急の産科支援ニーズ □ □

□ 皮膚疾患（外傷・熱傷以外） □ □

処置

□無・□有
□ 掲載以外の疾病 □ □

公
衆
衛
生

□ 緊急の栄養支援ニーズ □ □

□ 緊急の介護 看護ケアニーズ □ □

□ 緊急の飲料水・食料支援ニーズ □ □

処方

□無・□有
□ 治療中断 □ □

実
施
処
置

□ 高侵襲処置（全身麻酔・入院必要） □ □

□ 低侵襲外科処置（縫合・デブリドマン等） □ □

□ 四肢切断（指切断を除く） □ □

転帰

□帰宅

□搬送 → 搬送手段

搬送機関

搬送先

□紹介 → 紹介先

□死亡 → 場所

時刻

確認者

□ 出産・帝王切開・その他産科処置 □ □

転
帰

□ 医療フォロー不要（再診不要） □ □

□ 医療フォロー必要（再診指示） □ □

□ 紹介（紹介状作成等） □ □

□ 搬送（搬送調整実施等） □ □

□ 入院（自施設） □ □

□ 患者自身による診療継続拒否 □ □

□ 受診時死亡 □ □

□ 加療中の死亡 □ □

□ 長期リハビリテーションの必要性 □ □

関
連
性

□ 直接的関連あり（災害による外傷等） □ □

□ 間接的（環境変化による健康障害） □ □

□ 関連なし（悪性腫瘍等・診察医判断） □ □

対応者署名
（判読できる文字で記載）

所属（チーム名等） 医師 看護師

保
護

□ 保護を要する小児 孤児等 □ □

□ 保護を要する成人高齢者 □ □

□ 性暴力 □ □

□ 暴力 性暴力以外 □ □ 薬剤師 業務調整員 その他 データ入力
追
加
症
候
群

□ □ □

□ □ □

□ □ □

メモ

追加症候群は保健医療調整本部等からの指示に応じて集計

メディカル ＝西暦生年月日 桁＋性別＋氏名カタカナ上位 桁

メディカル

頁 頁

高知県災害時医療救護計画（様式12）
災害診療記録（J-SPEED）
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責
任
者

産
科

新
生
児

高
知
県

支
援
団
体

支
援
リ
エ
ゾ
ン

高
知
県
災
害
時
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン
　
組
織
図

県
保
健
医
療
調
整
本
部
参
集
時
に
作
成
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各
関
連
団
体
　
連
絡
先
一
覧

団
体
名

代
表
者
氏
名

電
話
番
号

備
考

産
科
婦
人
科
学
会

小
児
科
学
会

新
生
児
連
絡
網

助
産
師
会

県
保
健
医
療
調
整
本
部
参
集
時
に
作
成
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隣
県
リ
エ
ゾ
ン
　
連
絡
先
一
覧

県
名

代
表
者
氏
名

電
話
番
号

備
考

香
川
県

徳
島
県

愛
媛
県

岡
山
県

広
島
県

県
保
健
医
療
調
整
本
部
参
集
時
に
作
成
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高知県周産期医療災害ワーキング委員（令和２年２月時点）

（五十音順）

区分 氏名

メンバー 坂本　康紀

滝川　稚也

田村　成一郎

中田　裕生

濵口　理恵

林　和俊

平野　浩紀

松下　憲司

渡邊　理史

オブザーバー 西山　謹吾

事務局 江﨑　治朗

田村　美智

島﨑　江里子

山中　多実子

所属・職名

高知県産婦人科医会　会長

国立病院機構高知病院　婦人科医長

田村産婦人科　院長

高知医療センター　総合周産期母子医療センター副センター長 兼 小児科長

高知県助産師会　会長

高知医療センター　副院長 兼 総合周産期母子医療センター長

高知赤十字病院　第一産婦人科部長

高知大学医学部附属病院周産母子センター副部長兼小児科講師

高知大学医学部産婦人科学講座　助教

高知大学医学部　災害・救急医療学　教授

健康政策部健康対策課　課長

健康政策部健康対策課　企画監(周産期・母子担当)

健康政策部健康対策課　周産期・母子保健推進室チーフ

健康政策部健康対策課　周産期・母子保健推進室主幹
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